


　全ての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから、13年経過しました。住宅用火災警報器
があることで、火災に早く気付くことができ被害を軽減させることができます。
　しかし、設置から10年経過すると電池切れや機器の劣化で、いざという時に鳴らないことがあります。

　通報者のスマートフォンを使用し
て、指令室との間でビデオ通話が可
能となるシステムです。
　映像通報が必要な際は、指令員が
説明しますので、協力をお願いしま
す。（データ通信料は通報者の負担）

＊＊＊ポイント＊＊＊
◎ 言葉では伝えにくい状況を映像で
確認できる。
◎ 応急手当等のやり方を映像で確認
できる。
◎ 出動隊と映像を共有し、到着後の
迅速かつ的確な活動ができる。

～ 10年経っていたら交換。10年経っていなくても定期的に作動確認をしましょう。～

身近な火災予防 年末の大掃除は、火災予防にも通じていることをご存じですか。
今年は火災予防の観点に着目しながら、行ってみてください。

　設置が必要な場所は、寝

室、階段などです。

　階段は、寝室が２階以上

にある場合に必要です。

　ひもを引いたり、ボタン

を長押しすると、音声など

で正常に作動するか知ら

せてくれます。

令和５年火災発生状況（組合管内）
　建物火災　24件　　
　車両火災　10件
　その他の火災　52件
　火災による死者　５人
全国の火災発生原因は、
たばこ、たき火、こんろ、放火
の順

令和６年火災発生状況（組合管内）
1/1から 9/30現在

　建物火災　26件
　車両火災　8件
　その他の火災　26件
　火災による死者　4人
管内の火災発生原因は、たき火や
野焼きが、多くを占めています。
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緊急自動車の運転時等にサングラスを着用

東部消防署建設開始

事業所の申請、届出
　いつでも、どこでも、簡単な電子申請が便利です！

普通救命講習（中央消防署）

☎

磯釣りを楽しく

移動防災教室の開催
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　お風呂の最中、頭が「くらくら」すると感じたことはありませんか？入浴中に意識を失い、そのまま浴
槽内で溺れて亡くなるという不慮の事故が増えています。特に 65歳以上の高齢者の死亡事故が多く、毎
年 11月から 4月にかけて多く発生しています。厚生労働省人口動態統計（令和 3年）によると、高齢者
の浴槽内での不慮の溺死及び溺水の死亡者数は4,750人で、交通事故死亡者数2,150人のおよそ2倍です。
冬場こそ入浴時に気を付けてください。

入浴時の事故が多くなる原因の一つは、急な温度差による血圧の急激な変化

■浴槽の栓を抜く。
■ 大声で助けを呼び、
人を集める。
■ 浴槽から出せるよ
うであれば出す。
■ 出せなければ、沈
まないようにする。
■救急車を呼ぶ！

救急車の適正利用に協力を

　本年８月８日に日向灘沖で最大震度６弱の地震が
ありました。
　巨大地震発生のリスクは高い状態が続いてい
ます。
　今回、初めて「南海トラフ地震臨時情報」が発表
され、身の回りの防災対策の点検・確認を行う機会
となりましたが、今後も防災対策の継続をお願いし
ます。
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